
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

火災特別警戒実施について 

 
 

今年に入り住宅火災による死傷者が例年に比べ多く発生してお

り、津山圏域消防組合は火災特別警戒を実施します。 

住民の皆様は今一度火気の取り扱い、火の元点検をお願いします。

また、万が一火災が発生した場合にいち早く火災を知らせてくれるのが住宅用火

災警報器です。火災からの逃げ遅れを防ぐためにも住宅用火災警報器の適

切な設置、定期的な点検をお願いします。 

さらに野焼きからの火災にも注意が必要です。農作業などで火を取り扱う

場合には必ず事前に最寄りの消防署に届出と水バケツなどの消火

準備をお願いします。 

 

 

令和６年４月１５日 

問い合わせ先 

津山圏域消防組合消防本部予防課 

電話 0868-31-1251 






